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１【提出理由】

2026年３月27日の当社第86期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年３月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

１ 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金28円

２ 剰余金の処分に関する事項

(1)増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 30,384,000,000円

(2)減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 30,384,000,000円

第２号議案 定款一部変更の件

社債型種類株式の発行を可能とするため、定款に形式的な調整を含めた所要の変更を行う。

第３号議案 取締役10名選任の件

取締役として、市川 晃、光吉敏郎、川田辰己、川村 篤、大谷信之、乾 憲司、栗原美津枝、豊田祐子、岩本敏

男及び助野健児を選任する。

第４号議案 監査役３名選任の件

監査役として、西周純子、鐵 義正及び宗像直子を選任する。



(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果

第１号議案 5,099,709 4,921 167 99.55% 可決

第２号議案 5,097,622 6,998 167 99.51% 可決

第３号議案

市川 晃 5,022,712 68,502 13,582 98.05% 可決

光吉 敏郎 5,051,800 39,414 13,582 98.62% 可決

川田 辰己 5,058,483 46,134 180 98.75% 可決

川村 篤 5,063,936 40,683 180 98.86% 可決

大谷 信之 5,063,995 40,624 180 98.86% 可決

乾 憲司 5,064,365 40,252 180 98.86% 可決

栗原 美津枝 5,088,954 15,666 180 99.34% 可決

豊田 祐子 5,089,522 15,098 180 99.35% 可決

岩本 敏男 5,071,225 33,394 180 99.00% 可決

助野 健児 5,088,838 15,782 180 99.34% 可決

第４号議案

西周 純子 5,062,699 41,911 171 98.83% 可決

鐵 義正 4,783,507 321,092 171 93.38% 可決

宗像 直子 5,097,261 7,350 171 99.51% 可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出

席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及

び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。


